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政
令
第
四
百
四
十
七
号

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
三
号

）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）
第
四
条
第

一
項
、
第
五
条
第
一
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
十
七
条
第
二
項
、
食
糧
管
理
特
別
会
計
法
（
大
正
十
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第

十
条
、
農
産
物
検
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
二
項
並
び
に
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の

安
定
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

目
次
を
削
る
。

「
第
一
章

総
則
」
を
削
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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（
基
本
指
針
）

第
二
条

基
本
指
針
は
、
七
月
三
十
一
日
ま
で
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
生
産
調
整
方
針
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
）

第
三
条

法
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
米
穀
の
生
産
者
又
は
出
荷
の
事
業
を
行
う
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
生
産

数
量
又
は
出
荷
数
量
が
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
規
模
以
上
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

「
第
二
章

米
穀
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
を
図
る
た
め
の
措
置
」
及
び
「
第
一
節

基
本
計
画
」
を
削
る
。

第
四
条
及
び
第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
生
産
調
整
方
針
の
変
更
等
）

第
四
条

法
第
五
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
当
該
認
定
に
係
る
生
産
調
整
方
針
に
つ
い
て
変
更
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
農
林
水
産
大
臣
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
変
更
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
法
第
五
条
第
一
項
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で

き
る
。
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一

法
第
五
条
第
一
項
の
認
定
に
係
る
生
産
調
整
方
針
（
第
一
項
の
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
変
更
後
の

生
産
調
整
方
針
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
認
定
生
産
調
整
方
針
」
と
い
う
。
）
の
内
容
が
、
基
本
指
針
に
照
ら

し
て
適
切
で
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
。

二

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
認
定
生
産
調
整
方
針
に
定
め
ら
れ
た
法
第
五
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
が
適
切
に

実
施
さ
れ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
。

三

認
定
生
産
調
整
方
針
が
法
第
五
条
第
三
項
第
三
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め

る
と
き
。

（
貸
付
金
の
償
還
方
法
）

第
五
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
償
還
期
間
は
、
五
年
以
内
と
す
る
。

第
六
条
を
削
る
。

第
二
章
第
二
節
を
削
る
。

「
第
三
節

政
府
の
買
入
れ
及
び
売
渡
し
」
を
削
る
。

第
三
十
五
条
を
削
る
。
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第
三
十
六
条
中
「
第
六
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。

第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
八
条
を
削
る
。

「
第
四
節

政
府
以
外
の
者
の
行
う
輸
入
及
び
輸
出
」
を
削
る
。

第
三
十
九
条
中
「
第
六
十
五
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
三
十
四
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
四

十
四
条
第
二
号
」
を
「
第
十
四
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
七
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
九
条
第
一
項

」
に
、
「
第
四
十
七
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
四
十
条
第
一
項
中
「
第
六
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
四
十
条
の
二
中
「
第
六
十
五
条
の
二
」
を
「
第
三
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
三
十
九
条
第
二
号
」
を
「

第
七
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
三
十
九
条
第
四
号
」
を
「
第
七
条
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と

す
る
。

第
四
十
条
の
三
中
「
第
六
十
五
条
の
三
第
二
号
」
を
「
第
三
十
六
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
第
七
十
二
条

第
一
項
」
を
「
第
四
十
九
条
第
一
項
」
に
、
「
第
四
十
七
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、

同
条
を
第
十
条
と
す
る
。
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「
第
三
章

麦
そ
の
他
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
を
図
る
た
め
の
措
置
」
を
削
る
。

第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
第
六
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
六
十
六
条

第
二
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
四
十
二
条
中
「
第
六
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
第
六
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
三
条
第
二
項

」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
六
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
三
条
第
二

項
」
に
、
「
第
六
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
二
項
」
に
、
「
第
六
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
二
条
第
一
項

」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
四
十
四
条
中
「
第
七
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
四
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と

す
る
。

第
四
十
五
条
中
「
第
四
十
条
」
を
「
第
八
条
」
に
、
「
第
七
十
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条

を
第
十
五
条
と
す
る
。

「
第
四
章

雑
則
」
を
削
る
。
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第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
第
七
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

第
四
十
七
条
第
一
項
中
「
第
七
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
四
十
八
条
及
び
第
四
十
九
条
を
削
る
。

付
録
中
「
第
四
十
三
条
」
を
「
第
十
三
条
」
に
、
「
総
務
庁
」
を
「
総
務
省
」
に
改
め
る
。

（
食
糧
管
理
特
別
会
計
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

食
糧
管
理
特
別
会
計
法
施
行
令
（
大
正
十
年
勅
令
第
二
百
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
ノ
二
ノ
二
第
一
項
中
「
米
穀
」
の
下
に
「
ノ
買
入
契
約
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
「
買
入
数
量
」
の
下
に
「
又
ハ
売
渡
数
量
」
を
加
え
、
同
条

第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

政
府
ハ
米
穀
ノ
売
渡
契
約
ヲ
締
結
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
一
般
競
争
又
ハ
指
名
競
争
ニ
付
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
売
渡
数
量
ノ
範
囲

内
ニ
於
テ
数
量
及
単
価
ヲ
入
札
セ
シ
メ
予
定
価
格
ヲ
超
エ
ル
単
価
ノ
入
札
者
中
高
価
ノ
入
札
者
ヨ
リ
順
次
売
渡
数
量
ニ
達

ス
ル
�
ノ
入
札
者
ヲ
以
テ
落
札
者
ト
為
ス
方
法
ニ
依
ル
コ
ト
ヲ
得

第
六
条
ノ
二
ノ
三
中
「
前
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
ハ
第
二
項
」
を
加
え
、
「
同
項
」
を
「
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
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に
、
「
前
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
六
条
ノ
二
ノ
四
中
「
第
六
条
ノ
二
ノ
二
第
一
項
」
の
下
に
「
又
ハ
第
二
項
」
を
、
「
ノ
買
入
」
の
下
に
「
又
ハ
売
渡
」

を
、
「
買
入
数
量
」
の
下
に
「
又
ハ
売
渡
数
量
」
を
加
え
る
。

第
六
条
ノ
二
ノ
五
第
一
項
中
「
第
六
条
ノ
二
ノ
二
第
一
項
」
の
下
に
「
又
ハ
第
二
項
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条

を
加
え
る
。

第
六
条
ノ
二
ノ
六

第
六
条
ノ
二
ノ
二
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
競
争
ニ
付
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
落
札
数
量
ガ
買
入
数
量
ニ
達

セ
ザ
ル
ト
キ
又
ハ
落
札
者
ノ
内
契
約
ヲ
締
結
セ
ザ
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
買
入
数
量
ニ
達
ス
ル
�
最
低
落
札
単
価
ノ
制
限
内
ニ

於
テ
令
第
九
十
九
条
の
三
及
令
第
九
十
九
条
の
四
ノ
規
定
ニ
準
ジ
随
意
契
約
ニ
依
ル
コ
ト
ヲ
得

第
六
条
ノ
二
ノ
二
第
二
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
競
争
ニ
付
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
落
札
数
量
ガ
売
渡
数
量
ニ
達
セ
ザ
ル
ト
キ
又
ハ

落
札
者
ノ
内
契
約
ヲ
締
結
セ
ザ
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
売
渡
数
量
ニ
達
ス
ル
�
最
高
落
札
単
価
ヲ
下
ラ
ザ
ル
価
額
ニ
於
テ
令
第

九
十
九
条
の
三
及
令
第
九
十
九
条
の
四
ノ
規
定
ニ
準
ジ
随
意
契
約
ニ
依
ル
コ
ト
ヲ
得

第
七
条
ノ
二
中
「
並
」
を
「
及
」
に
改
め
、
「
及
第
二
号
」
を
削
り
、
「
第
三
号
」
を
「
第
二
号
」
に
、
「
ヲ
合
計
シ
タ

ル
額
ヨ
リ
備
蓄
米
」
を
「
ヨ
リ
備
蓄
米
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
を
同
条
第
二
号
と
す
る
。
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（
農
産
物
検
査
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

農
産
物
検
査
法
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）
第
三
条
第
九

項
に
規
定
す
る
第
一
種
登
録
出
荷
取
扱
業
者
」
を
「
農
業
協
同
組
合
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
者
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
基
本
計
画
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

平
成
十
六
年
に
お
い
て
は
、
農
林
水
産
大
臣
は
、
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格

の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
附
則
第
七
条
に
お
い
て
「
旧
食
糧
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同

項
に
規
定
す
る
基
本
計
画
を
新
た
に
定
め
な
い
も
の
と
す
る
。
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（
基
本
指
針
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

農
林
水
産
大
臣
が
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
主
要
食
糧

の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
附
則
第
七
条
に
お
い
て
「
新
食
糧
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
規
定
の
例
に
よ

り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
指
針
を
定
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
主
要
食
糧
の
需
給

及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
条
中
「
七
月
三
十
一
日
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
主
要
食
糧
の
需
給
及
び

価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第

号
）
附
則
第
一
条
た
だ
し

書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
後
速
や
か
に
」
と
す
る
。

（
食
糧
管
理
特
別
会
計
食
糧
管
理
勘
定
の
決
算
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

食
糧
管
理
特
別
会
計
食
糧
管
理
勘
定
の
平
成
十
五
年
度
以
前
の
決
算
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
九
十
八
号
）
の
項
を
削
る
。

（
関
税
定
率
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）
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第
六
条

関
税
定
率
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
の
五
中
「
第
六
十
五
条
の
二
」
を
「
第
三
十
五
条
」
に
改
め
る
。

（
関
税
定
率
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
七
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
関
税
定
率
法
施
行
令
第
十
三
条
の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
旧
食
糧
法
第
六

十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
て
輸
入
し
た
関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
別
表
第
一
〇
・
〇
六

項
に
掲
げ
る
物
品
の
数
量
は
、
新
食
糧
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
て
輸
入
し
た
関
税
定
率
法
別
表
第
一
〇
・
〇

六
項
に
掲
げ
る
物
品
の
数
量
と
み
な
す
。

（
関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
二
中
「
第
四
十
七
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。


